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山形県告示第630号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生活保護法の

規定の例によることとされる場合を含む。）の規定により、指定医療機関を次のとおり指定した。

　　平成28年６月28日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第631号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生活保護

法の規定の例によることとされる場合を含む。）の規定により、指定医療機関から次のとおり廃止した旨の届出が

あった。

　　平成28年６月28日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

指 定 医 療 機 関 の 名 称 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地 指定年月日

坂 本 デ ン タ ル オ フ ィ ス 山形市江俣五丁目８番８号 平成28. 4. 1

みちのく政宗デンタルクリニック新庄診

療所

新庄市五日町字清水川1292番地１イオンタウン

新庄ショッピングセンター内
同

い ち ご レ デ ィ ー ス ク リ ニ ッ ク 酒田市ゆたか二丁目７番地の４ 同　　　5. 1

リハビリ訪問看護ステーションみどり 鶴岡市みどり町６番41－１号 同　　　5.13

調 剤 薬 局 ツ ル ハ ド ラ ッ グ 高 畠 店 東置賜郡高畠町大字泉岡字中道399番地 同　　　6. 1
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山形県告示第632号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第51条第１項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生活保護

法の規定の例によることとされる場合を含む。）の規定により、次の指定医療機関は、その指定を辞退した。

　　平成28年６月28日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第633号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生

活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。）の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。

　　平成28年６月28日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第634号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項の規定により生活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。）の規定により、指定介護

機関から次のとおり変更した旨の届出があった。

　　平成28年６月28日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　届出をした指定介護機関の名称及び所在地

　　山形地域福祉事業所「ねの子介護サービスステーション」

　　山形市大字柏倉277番地１

指 定 医 療 機 関 の 名 称 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地 廃止年月日

みちのく政宗デンタルクリニック新庄診

療所

新庄市五日町字清水川1292番地１イオンタウン

新庄ショッピングセンター内
平成28. 3.31

指 定 医 療 機 関 の 名 称 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地
辞退の効力

発生年月日

家 坂 小 児 科 医 院 天童市東本町一丁目６番22号 平成28.4.30

指定介護機関の名称
施設又は実施

する事業の種類
指定介護機関の所在地 指定年月日

青空指定居宅介護支援事業所 居 宅 介 護 支 援 西村山郡河北町西里字両所1997番地 平成28. 4.26

有限会社十王調剤薬局

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養

管理指導

西置賜郡白鷹町大字十王5059番地16 同　　　6. 3
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２　変更の内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第635号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項の規定により生活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。）の規定により、指定介護

機関から次のとおり廃止した旨の届出があった。

　　平成28年６月28日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第636号

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定による道路の位置の指定を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建築課及び南陽市役所において縦覧に供する。

　　平成28年６月28日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　指定の番号　　私道第2359号

２　変更の内容

３　変更年月日　　平成28年６月17日

指定介護機関の所在地

変更年月日

変　　更　　前 変　　更　　後

山形市七日町一丁目４番55号　ガーデン

テラス七日町
山形市大字柏倉277番地１ 平成28. 1.13

指定介護機関の名称
施設又は実施

する事業の種類
指定介護機関の所在地 廃止年月日

ウェルハウス嶋 通 所 介 護 山形市嶋南一丁目２番14号 平成27.10. 1

ウェルハウス成沢 通 所 介 護 山形市成沢西四丁目３番30号 同

ウェルハウス桜田 通 所 介 護 山形市桜田西三丁目６番12号 同

ウェルハウス大野目 通 所 介 護 山形市早乙女46番１ 同

変更事項 変　　更　　前 変　　更　　後

指定の場所 南陽市三間通字六角西198－１、198－２、

198－３、198－４

南陽市三間通字六角西197番の一部、198番３

の一部、198番４、198番５の一部、198番６

の一部

道路の現況 幅員　 4.0メートル

延長　34.8メートル

幅員　 6.00メートル

延長　73.64メートル
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